
伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、平和都市宣言推進事業を行う事業及び団体の活動費に対

し、予算の範囲内において伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等（以下

「補助金等」という ）を交付することについて、伊勢原市補助金等の交付規。

則（昭和５５年伊勢原市規則第１９号。以下「規則」という ）に規定する。

もののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象）

第２条 補助の対象とする事業及び団体は、別表のとおりとする。

２ 補助の対象とする活動費は、次に掲げるものとする。

(1) 活動に必要な消耗品費、印刷製本費などの需用費

(2) 活動に必要な会場使用料、雑費、映画上映費などの役務費

(3) 事業に必要な旅費その他関連する必要な経費

(4) その他市長が認める経費

（補助金等の額等）

第３条 補助金等の額は、補助対象経費の額とする。ただし、平和関連事業

（核のない平和を願う市民映画会）については、８万１千円を限度とする。

（交付の要望）

第４条 補助金等の交付を要望しようとする者（平和関連事業を行うものに限

る ）は、伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等交付要望書（第１号様式）。

を、補助金等の交付を受けようとする年度の前年度の１０月末日までに市長

に提出しなければならない。ただし、中学生の広島平和学習事業に係る補助

金等の交付を申請しようとする者は、この限りでない。

（内定通知）

第５条 市長は、前条の規定による補助金等の交付の要望があったときは、団

体の活動内容等を審査し、必要に応じて実態調査を行うものとする。

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金等を交付すべきものと認め

たときは、補助金等の予算措置を行い、当該予算の議決後その旨を伊勢原市

平和都市宣言推進事業補助金等内定通知書（第２号様式）により通知するも

のとする。

（交付の申請）

第６条 前条第２項の規定により内定通知を受けた者及び中学生の広島平和学

習事業に係る補助金等の交付を申請しようとする者は、伊勢原市平和都市宣

言推進事業補助金等交付（変更交付）申請書（第３号様式）に次に掲げる書

類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事務事業計画書

(2) 収支予算書

（交付の決定）

第７条 市長は、前条の申請があり、審査等の結果、補助金等を交付すべきも

のと決定したときは、伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等交付決定通知



書（第４号様式）により通知するものとする。

（変更交付の申請）

第８条 前条の通知を受けた者が、補助金等の交付申請額を変更しようとする

場合は、伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等交付（変更交付）申請書

（第３号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更事務事業計画書

(2) 変更収支予算書

（変更交付の決定）

第９条 市長は、前条の申請があり、審査等の結果、交付する補助金等の額を

変更すべきものと決定したときは、伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等

変更交付決定通知書（第５号様式）により通知するものとする。

（変更の承認）

第１０条 規則第６条の規定により補助金等の交付決定を受けた事業（以下

「交付決定事業」という ）の内容若しくは経費の配分の変更（次条に定め。

る軽微な変更を除く ）又は中止若しくは廃止をしようとする場合は、伊勢。

原市平和都市宣言推進事業補助金等交付決定事業変更（中止・廃止）承認申

請書（第６号様式）に変更の理由又は中止若しくは廃止の理由等を記載し、

関係資料を添付して市長に提出しなければならない。

２ 市長は、伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等交付決定事業変更（中止

・廃止）承認申請書が提出され、審査等の結果変更又は中止若しくは廃止す

べきものと決定したときは、伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等変更

（中止・廃止）承認決定通知書（第７号様式）により通知するものとする。

（軽微な変更）

第１１条 規則第７条第１項第１号の軽微な変更は、交付決定の基礎となった

活動費等の１０％以下の額のものとする。

（申請の取下げのできる期間）

第１２条 規則第９条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付

決定の通知を受けた日から１０日を経過した日までとする。

（補助金等の交付）

第１３条 補助金等は、補助事業等が完了した後において交付するものとする。

ただし、市長が特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助

金等の全部又は一部を交付することができる。

２ 前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、伊勢原市平和

都市宣言推進事業補助金等交付請求書（第８号様式）に伊勢原市平和都市宣

言推進事業補助金等交付決定通知書又は伊勢原市平和都市宣言推進事業補助

金等変更交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

（実績報告）

第１４条 規則第１４条の規定による実績報告は、伊勢原市平和都市宣言推進

事業補助金等実績報告書（第９号様式）により、当該補助事業等の完了の日

から３０日を経過した日又は当該年度の翌年度の４月２０日のいずれか早い



日までに行わなければならない。

（補助金等の額の確定）

第１５条 市長は、伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等実績報告書が提出

され、規則第１５条の規定に基づいて補助金等の額の確定を行った結果、第

７条の交付決定の額（第９条の変更交付決定を行った場合は、その額）と確

定額が相違する場合は、伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等確定通知書

（第１０号様式）により通知するものとする。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、公表の日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際現に提出されている伊勢原市補助金等の交付規則の一

部を改正する規則（平成１２年伊勢原市規則第３２号）による改正前の規則

（以下「旧規則」という ）に定める様式による交付申請書等は、この告示。

に規定する交付申請書等とみなす。

３ この告示の施行の際現に存する旧規則に定める様式による交付申請書等の

用紙は、当分の間、必要な修正をした上で使用することができる。

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

附 則（令和３年５月１７日告示第１３３号）

この告示は、公表の日から施行する。



別表（第２条関係）

事 業 名 団 体 名 事 業 内 容

中学生の広島 中学生ヒロシ 中学生の広島平和学習事業とは、被爆

平和学習事業 マ平和の旅派 地広島において、中学生平和学習を行

遣団 い、その体験を広く市民に伝えること

を目的とした事業で、市が主催するヒ

ロシマ平和の旅に参加する中学生及び

引率職員によるものをいう。なお、平

和のつどいにおける体験発表について

も当該事業に含まれるものとする。

平和関連事業 全日本自治団 平和関連事業とは、全日本自治団体労

体労働組合加 働組合加盟伊勢原市職員組合が主催者

盟伊勢原市職 となって、平和活動の一環として核の

員組合 ない平和を願う市民映画会を実施する

事業で、映画を通じて戦争の悲惨さ平

和の尊さ等を訴えるものをいう。



第１号様式（第４条関係）

年度伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等交付要望書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

要望者名称及び

代表者氏名

年度において、伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等の交付を要

望します。

交付要望額 千円

（注）予算案及び事業計画案を添付してください。



第２号様式（第５条関係）

年度伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等内定通知書

年 月 日

様

伊勢原市長 印

年 月 日付けで要望のありました伊勢原市平和都市宣言推進

事業補助金等の交付については、次のとおり交付する予定ですので、 年

月 日までに伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等交付申請書を提出

されるよう通知します。

交付予定額 千円

（事務担当は、 ）



第３号様式（第６条、第８条関係）

年度伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等交付（変更交付）

申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年度伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等の交付（変更交付）を

受けたいので、関係書類を添えて申請します。

交付申請額 千円

（注） 事務事業計画書及び収支予算書を添付してください。



第４号様式（第７条関係）

伊勢原市指令第 号

年度伊勢原市平和都市宣言事業補助金等交付決定通知書

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年 月 日付けで申請のありました伊勢原市平和都市宣言推進

事業補助金等については、伊勢原市補助金等の交付規則第６条の規定に基づい

て、次のとおり決定しましたので通知します。

年 月 日

伊勢原市長 印

１ 補助金等交付決定額 千円

２ 交 付 条 件

（事務担当は、 ）



第５号様式（第９条関係）

伊勢原市指令第 号

年度伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等変更交付決定通知書

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年 月 日付けで提出されました変更交付申請書の内容を審査

しました結果、次のとおり変更交付決定しましたので通知します。

年 月 日

伊勢原市長 印

１ 変更交付決定額 千円

（変更前の交付決定額 千円）

２ 交 付 条 件

（事務担当は、 ）



第６号様式（第１０条関係）

年度伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等交付決定事業

変更（中止・廃止）承認申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

次のとおり伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等交付決定事業の変更（中

止・廃止）について承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

１ 変更（中止・廃止）の内容

（変更前）

（変更後）

２ 変更（中止・廃止）の理由



第７号様式（第１０条関係）

伊勢原市指令第 号

年度伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等変更（中止・

廃止）承認決定通知書

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年 月 日付けで提出されました変更（中止・廃止）申請書の

内容を審査した結果、次のとおり承認しましたので通知します。

年 月 日

伊勢原市長 印

変更（中止・廃止）の内容

（事務担当は、 ）



第８号様式（第１３条関係）

年度伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等交付請求書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

請求者名称及び

代表者氏名

,

交付決定のありました伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等の交付を受け

たいので、関係書類を添えて請求します。

１ 交付決定通知額 千円

２ 既交付額 千円

３ 今回交付請求額 千円

４ 未交付額 千円

５ 添付書類

□伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等交付決定通知書の写し

□伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等変更交付決定通知書の写し

（注）上記のいずれかにレ印を付けてください。



第９号様式（第１４条関係）

年度伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等実績報告書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は

所在地

補助事業者名称及び

代表者氏名

年度伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等に係る実績を次のとお

り報告します。

交付決定額 千円

実 績 額 千円

不 用 額 千円

着手年月日及び完成（完了）年月日

自 年 月 日 至 年 月 日

（注） 事務事業成果報告書及び収支決算書（見込み）を添付してください。



第１０号様式（第１５条関係）

伊勢原市指令第 号

年度伊勢原市平和都市宣言推進事業補助金等確定通知書

住所又は

所在地

補助事業者名称及び

代表者氏名

年 月 日付けで提出されました実績報告書を審査しました結

果、次のとおり確定しましたので通知します。

年 月 日

伊勢原市長 印

１ 補助金等交付（変更交付）決定額 千円

２ 補助金等確定額 千円

（事務担当は、 ）


